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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体の運行状況を予測するための運行予測システムであって、
　前記移動体の運行状況に関わるデータについての初期予測値と、前記データについて実
際の運行を通じて得られた実績値との誤差である予測誤差について、指定された運行場所
と運行時間範囲とで定まる前記移動体のサンプルに関し、前記予測誤差の平均値、分散値
、及び共分散値を算出する統計計算部と、
　２以上の異なる前記サンプルのグループについて前記統計計算部が算出した前記予測誤
差の平均値、分散値、及び共分散値を誤差の分散値が最小となるように組み合わせて利用
することにより前記移動体の運行状況に関わるデータの予測値を算出する予測計算部と、
を備えている運行予測システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の運行予測システムであって、
　前記予測計算部は、特定の２つの離れた地点を通過する２つの前記移動体について、前
記移動体の前記２地点間の移動時間と、先行する前記移動体が一の前記地点を出発してか
ら続行する前記移動体が当該一の地点に到着するまでに確保されるべき最小時間間隔とを
制約条件として前記初期予測値を算出し、
　異なる前記サンプルのグループは、予測処理実行前日までに収集された前記実績値を含
む第１のグループと、予測処理実行当日に収集された前記実績値を含む第２のグループで
あり、
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　前記統計計算部は、前記第１のグループ及び前記第２のグループに関して、それぞれ前
記予測誤差の平均値、分散値、及び共分散値を算出し、
　前記予測計算部は、前記第１のグループ及び前記第２のグループに関する、前記予測誤
差の平均値、分散値、及び共分散値から前記予測誤差の分散を最小とする前記第１のグル
ープ及び前記第２のグループに関する、前記予測誤差の平均値、分散値、及び共分散値の
比率を算出し、当該比率に応じて前記初期予測値を補正する、
運行予測システム。
【請求項３】
　請求項１に記載の運行予測システムであって、
　前記統計計算部は、前記移動体の運行状況に関わるデータについての予測値と実績値と
の比の対数値を予測誤差として計算する、運行予測システム。
【請求項４】
　請求項２に記載の運行予測システムであって、
　前記第１のグループに含まれる前記サンプルは、前記予測処理実行前日までの所定期間
に、特定の前記地点に到着する複数の前記移動体それぞれについての到着時刻であり、
　前記第２のグループに含まれる前記サンプルは、前記予測処理実行当日の特定の時間範
囲ごとに、特定の前記地点に到着する複数の前記移動体それぞれについての到着時刻であ
る、
運行予測システム。
【請求項５】
　請求項１に記載の運行予測システムであって、
　前記予測計算部が予測処理の対象とする前記移動体、地点、及び当該移動体の運行時間
範囲の少なくともいずれか一つを指定することを可能とするとともに、
　異なる前記サンプルのグループごとに、前記実績値の適用範囲としての前記移動体、前
記地点、及び前記実績値が収集された時間範囲を指定することを可能とする入力指示部を
、
備えている運行予測システム。
【請求項６】
　請求項１に記載の運行予測システムであって、
　前記移動体及び地点の位置を所定の基準地点からの距離で表す第１の軸と、前記移動体
の移動を時間で表す第２の軸とが直交する２軸である平面において、予測対象となる前記
移動体の移動軌跡を、２つの隣接する前記地点間において、特定の前記地点の位置と出発
時刻、及び次の前記地点の位置と到着時刻とを結ぶ線分として表示し、
　前記移動体の運行状況に関するデータとしての前記到着時刻について、誤差分散値に基
づいて、予測された到着時刻ごとの発生確率を計算し、前記線分の前記次の地点に到達す
る終点の周りを前記発生確率に応じて視覚的に識別可能とするとともに、前記視覚的に識
別可能とされた範囲が、前記線分より時間的に下流の側において、上流側よりも幅広とな
るように設定する出力部を備えている、運行予測システム。
【請求項７】
　請求項１に記載の運行予測システムであって、
　前記移動体は鉄道システムで運行される列車であり、地点は鉄道システムに設置される
駅であり、
　前記予測計算部は、特定の２つの離れた地点を通過する２つの前記移動体について、前
記移動体の前記２地点間の移動時間と、先行する前記移動体が一の前記地点を出発してか
ら続行する前記移動体が当該一の地点に到着するまでに確保されるべき最小時間間隔とを
制約条件として前記初期予測値を算出し、
　異なる前記サンプルのグループは、予測処理実行前日までに収集された前記実績値を含
む第１のグループと、予測処理実行当日に収集された前記実績値を含む第２のグループで
あり、
　前記統計計算部は、前記第１のグループ及び前記第２のグループに関して、それぞれ前
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記予測誤差の平均値、分散値、及び共分散値を算出し、
　前記予測計算部は、前記第１のグループ及び前記第２のグループに関する、前記予測誤
差の平均値、分散値、及び共分散値から前記予測誤差の分散を最小とする前記第１のグル
ープ及び前記第２のグループに関する、前記予測誤差の分散σａ，σｂ、及び共分散σａ

ｂの値の比率ｑ，ｒ（ｑ＋ｒ＝１）を、分散Ｄｐを表す（１）式

においてＤｐ＝０となるように解いて算出し、
　当該比率ｑ，ｒに応じて前記初期予測値Ｔ（ａ）ｉ，ｊを、（２）式

（ただし、Ｂｉ，ｊはウィーナー過程）
によって補正する、
運行予測システム。
【請求項８】
　請求項７に記載の運行予測システムであって、
　前記統計計算部は、前記移動体の運行状況に関わるデータについての予測値と実績値と
の比の対数値

（ただし、Ｂｉ，ｊはウィーナー過程）
を予測誤差として計算する、運行予測システム。
【請求項９】
　移動体の運行状況を予測するための運行予測方法であって、
　プロセッサとメモリとを備えたコンピュータが、
　前記移動体の運行状況に関わるデータについての初期予測値と、前記データについて実
際の運行を通じて得られた実績値との誤差である予測誤差について、指定された運行場所
と運行時間範囲とで定まる前記移動体のサンプルに関し、前記予測誤差の平均値、分散値
、及び共分散値を算出し、
　２以上の異なる前記サンプルのグループについて統計計算部が算出した前記予測誤差の
平均値、分散値、及び共分散値を誤差の分散値が最小となるように組み合わせて利用する
ことにより前記移動体の運行状況に関わるデータの予測値を算出する、
運行予測方法。
【請求項１０】
　移動体の運行状況を予測するために利用される運行予測プログラムであって、プロセッ
サとメモリとを備えたコンピュータに、
　前記移動体の運行状況に関わるデータについての初期予測値と、前記データについて実
際の運行を通じて得られた実績値との誤差である予測誤差について、指定された運行場所
と運行時間範囲とで定まる前記移動体のサンプルに関し、前記予測誤差の平均値、分散値
、及び共分散値を算出させ、
　２以上の異なる前記サンプルのグループについて統計計算部が算出した前記予測誤差の
平均値、分散値、及び共分散値を誤差の分散値が最小となるように組み合わせて利用する
ことにより前記移動体の運行状況に関わるデータの予測値を算出させる、



(4) JP 6573568 B2 2019.9.11

10

20

30

40

50

運行予測プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、運行予測システム、運行予測方法、及び運行予測プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　鉄道システムにおいて列車の早着、遅延といった運行状況を高精度で予測することに対
するニーズが高まっている。例えば、到着列車の減速時に発生する回生電力を、他の出発
列車の加速に効率よく利用することができるように、各列車に対する到着タイミングの調
整、延発指示、延発制御を実現するには、列車到着時刻の高精度な予測を要する。列車全
体の運行予測精度を統計的に向上させることができれば、統計的に節電に寄与することが
できる。
【０００３】
　特許文献１は、列車などが強風による危険に晒される虞を低減し、かつ、列車ダイヤな
どへの影響を最小限に抑えることを目的として、ある地点で測定された風速及び過去の風
速記録に基づいて、確率的な変動を表現する時系列モデルによる逐次計算によって、当該
地点での所定の時間先までの予測風速を算出して出力する構成を提案している。
【０００４】
　また特許文献２は、精度の高い旅行時間情報を提供することを目的として、鉄道または
バスによって移動可能な交通網における旅行時間情報を利用者に提供すべく、利用者の乗
車待ち時間、あるいは移動時間を確率分布で表した確率分布データを、乗車待ち時間また
は移動時間が発生する箇所ごとに記憶し、出発地と目的地とを結ぶ経路上において発生す
る乗車待ち時間及び移動時間に対応する確率分布データを全て取得し、当該確率分布デー
タを畳み込むことで、総旅行時間の確率分布を算出し、算出した総旅行時間の確率分布に
基づいて予想旅行時間を決定、出力することを提案している。
【０００５】
　また特許文献３は、特定の時刻に繰り返し運行される交通機関を利用した移動過程を予
測するシステムにおいて、過去の移動物体の夫々について、各通過点での通過日時、二つ
の通過点を通過する間に経過した経過時間、交通機関特定情報、状況情報、乗り込み終了
日時、及び該乗り込み終了日時に対する各通過日時の比較結果を互いに関連付けた関連付
けデータを記憶し、特定の通過点に係る通過日時、乗り込み終了日時に対する前記通過日
時の比較結果、又は特定の二つの通過点に係る経過時間と、前記通過日時、前記比較結果
又は前記経過時間が含まれる関連付けデータ中で前記通過日時、前記比較結果又は前記経
過時間に関連付けられた他の情報との組み合わせを、複数通り抽出し、抽出した組み合わ
せに基づいて、回帰分析、又は平均若しくは分散を推定する統計計算により、未来の移動
物体が特定の通過点を通過する通過時刻、特定の交通機関における未来の乗り込み終了日
時に対する特定の通過点に係る通過日時の比較結果又は未来の移動物体が特定の二つの通
過点を通過する間に経過する経過時間の推測値を計算することを提案している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－３０９８８号公報
【特許文献２】特開２０１４－１２６５００号公報
【特許文献３】特許第４８３９４１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１はある地点での風速を予測するもので、直接列車運行予測を行うものではな
い。特許文献２は交通手段の経路探索の結果得られる旅行時間を確率分布として作成し、
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経路ごとに平均して早着、遅延のリスクを求めることができるが、交通手段の個々の運行
状況を予測するものではない。また特許文献３は複数の分析モデルを組み合わせて運行予
測を行うが、予測精度を高めるべく分析モデルの組合せバランスを調整することまでは開
示していない。鉄道システムでの列車到着時刻の遅れの実績値から得られる統計情報を利
用して、列車到着時刻を確率的に表現する方法はいくつか知られている。しかし、外れる
リスクが高い予測（すなわち過去においては予測の分散が大きかった箇所での予測）では
、十分に予測精度を高めることは難しい。
【０００８】
　本発明の一つの目的は、移動体の運行予測精度を可及的に高めることである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の、及び他の目的を達成するために、本発明の一態様は、移動体の運行状況を予測
するための運行予測システムであって、前記移動体の運行状況に関わるデータについての
初期予測値と、前記データについて実際の運行を通じて得られた実績値との誤差である予
測誤差について、指定された運行場所と運行時間範囲とで定まる前記移動体のサンプルに
関し、前記予測誤差の平均値、分散値、及び共分散値を算出する統計計算部と、２以上の
異なる前記サンプルのグループについて前記統計計算部が算出した前記予測誤差の平均値
、分散値、及び共分散値を誤差の分散値が最小となるように組み合わせて利用することに
より前記移動体の運行状況に関わるデータの予測値を算出する予測計算部とを備えている
運行予測システムである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の一態様に係る運行予測システムによれば、移動体の運行予測精度を可及的に高
めることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る業務支援システム１の全体システム構成例を
示す図である。
【図２】図２は、図１のシステムに利用されるコンピュータ１０のハードウェア構成例を
示す図である。
【図３Ａ】図３Ａは、計画情報テーブル３００の構成例を示す図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、計画情報テーブル３００の構成例を示す図である。
【図３Ｃ】図３Ｃは、計画情報テーブル３００の構成例を示す図である。
【図３Ｄ】図３Ｄは、計画情報テーブル３００の構成例を示す図である。
【図４】図４は、列車・駅別統計記録テーブル４００の構成例を示す図である。
【図５】図５は、駅・時間帯別統計記録テーブル５００の構成例を示す図である。
【図６】図６は、列車運行モデルの一例を説明する図である。
【図７】図７は、本発明の一実施形態による運行予測処理フローの一例を示す図である。
【図８】図８は、統計記録テーブルの更新処理フローの一例を示す図である。
【図９Ａ】図９Ａは、入力画面の構成例を示す図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、入力画面の構成例を示す図である。
【図１０】図１０は、出力画面の構成例を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明について、その実施の形態に即して図面を参照しながら詳細に説明する。
なお、実施の形態を説明するための全図において、互いに対応する要素には原則として同
一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略する。
【００１３】
　図１は、本実施形態による運行予測システム１００を備えている、鉄道システムの業務
を支援するための業務支援システム１の構成例を示している。業務支援システム１は、複
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数のコンピュータシステムを通信可能に接続してなり、運行予測システム１００、データ
サーバ２００、運転支援システム１０００、運行管理システム２０００、電力管理システ
ム３０００、及びサービスシステム４０００が、通信ネットワークＮによって相互に接続
されて構成されている。業務支援システム１のサブシステムである運行予測システム１０
０、データサーバ２００、運転支援システム１０００、運行管理システム２０００、電力
管理システム３０００、及びサービスシステム４０００は、それぞれ例えば図２の構成を
備えたコンピュータとして構成することができる。
【００１４】
　図２はサブシステムとして利用しうるコンピュータ１０の構成例である。コンピュータ
１０は、プロセッサ１１、メモリ１２、補助記憶装置１３、入出力装置１４、及び通信装
置１５を備え、これらの要素はバス１６により相互に通信可能に接続されている。プロセ
ッサ１１は演算処理を実行するＣＰＵ（Central Processing Unit）等の演算装置である
。メモリ１２はコンピュータ１０が実行するデータ処理機能を提供するプログラム、その
プログラムが使用するデータ等を記憶するための記憶領域を提供する、ＲＡＭ、ＲＯＭ、
ＮＶＲＡＭ（Non-Volatile RAM）等の記憶デバイスを有する。補助記憶装置１３は、前記
プログラム、データテーブル等を格納するハードディスクドライブ（ＨＤＤ）、半導体ド
ライブ（ＳＳＤ）等の記憶デバイスを備える。入出力装置１４は、キーボード、マウス、
タッチパネル等の外部からのデータ入力用デバイス、モニタ・ディスプレイ、プリンタ等
のデータ出力用デバイスを含む。通信装置１５はネットワークインタフェースカード（Ｎ
ＩＣ）等の、適宜の通信プロトコルを採用している通信ネットワークＮを介して他装置と
の通信を可能とする通信デバイスを含む。コンピュータ１０では、プロセッサ１１が補助
記憶装置１３に格納されているプログラムをメモリ１２に読み出して実行することにより
、各サブシステムの機能を実現する。
【００１５】
　業務支援システム１は、各サブシステムの機能により、鉄道システムにおける安全かつ
効率的な列車運行を実現するように構成されている。
　運転支援システム１０００は、例えば列車の運転室に設置される車上モニタを含み、後
述する運行予測システム１００による運行予測結果等を運転士に伝達して運転士の運転業
務を支援する機能を有する。運転支援システム１０００は車上情報を総合的に管理するた
めの列車情報管理装置、あるいは自動運転装置等の他の装置との間で情報を授受するよう
に構成することもできる。
【００１６】
　運行管理システム２０００は、あらかじめ設定された列車運行計画（ダイヤグラム）に
基づいて、信号現示、進路設定を制御する機能を有するとともに、実際の列車の運行状況
を、軌道回路や接近センサ等の地上の列車検知システムから運行実績値として取得し、デ
ータサーバ２００、運行予測システム１００に提供する機能を有する。
【００１７】
　電力管理システム３０００は、鉄道システムの列車をはじめとする各種設備に電力を供
給するための受変電設備、き電設備等の動作を管理する機能を有している。サービスシス
テム４０００は、駅構内の案内表示、列車接近表示等の旅客情報サービスを提供する機能
を有する。
【００１８】
　次に、データサーバ２００について説明する。データサーバ２００は、運行予測システ
ム１００、及び運転支援システム１０００、運行管理システム２０００、電力管理システ
ム３０００、サービスシステムといったサブシステムからのデータ入出力要求に応じてデ
ータを保存し、管理し、配信する機能を有する。図１のデータサーバ２００は、初期計画
データ２１０、実績計画データ２２０、制約計画データ２３０、統計記録データ２４０、
及び予測計画データ２５０を格納している。これらのデータは、テーブル等の適宜のデー
タ形式で格納されている。なお、データサーバ２００にはこれらのデータの他、サブシス
テムとの間でのデータ入出力処理を実行するプログラム等が設けられるが、それらのプロ
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グラム等については本発明の構成、機能に関して本質的でないので図示、及び説明を省略
する。
【００１９】
　初期計画データ２１０は、あらかじめ鉄道システムのユーザが作成してデータサーバ２
００に保存しておくデータである。具体的には、初期計画データ２１０は列車運行ダイヤ
グラムであり、鉄道システムの線区毎に、各駅における各列車の出発予定時刻、到着予定
時刻が格納されている。さらに、データサーバ２００には、列車運行ダイヤグラムの基本
データである各種属性情報（駅名、駅キロ程など）等、運行予測システム１００を機能さ
せるための基本情報も、あらかじめ管理データとして保存される。
【００２０】
　実績計画データ２２０は、実際の列車の運行状況を反映するデータ、例えば、各駅の列
車到着時刻、列車出発時刻等のデータが格納される。具体的には、運行管理システム２０
００に接続されている信号保安システム等から取得される列車到着時刻、列車出発時刻等
の実績値が運行管理システム２０００から入力され、実績計画データ２２０を更新する。
実績計画データ２２０の更新は、所定時間間隔で実行してもよいし、各列車の運行状況に
応じて逐次実行してもよい。
【００２１】
　制約計画データ２３０、統計記録データ２４０は、いずれも初期計画データ２１０と実
績計画２２０とから予測計画データ２５０を算出する過程で利用されるデータを蓄積した
データ群である。制約計画データ２３０、統計記録データ２４０については、本実施形態
の運行予測システム１００で実行されるデータ処理フローに関連して後述する。統計記録
データ２４０は、実績計画データ２２０の更新に基づいて再計算されて更新される。
【００２２】
　予測計画データ２５０は、本実施形態の業務支援システム１が適用されている鉄道シス
テムにおける予測対象駅の列車の出発時刻、到着時刻の予測値を示すデータである。予測
計画データ２５０は、運行予測システム１００によって、データサーバ２００に格納され
ている初期計画データ２１０、実績計画データ２２０に基づいて算出される。前記のよう
に、制約計画データ２３０、統計記録データ２４０は、運行予測システム１００が初期計
画データ２１０、実績計画データ２２０から予測計画データ２５０を算出する過程で生成
され利用される。予測計画データ２５０の算出過程については後述する。
【００２３】
　サブシステムである運転支援システム１０００、運行管理システム２０００、電力管理
システム３０００、及びサービスシステム４０００に関して説明したように、予測計画デ
ータ２５０は、運転支援システム１０００に配信され、運転士に運行予測情報を提供する
。また、予測計画データ２５０は、運行管理システム２０００に配信され、列車整理、運
行計画の変更等の業務に利用される。また、予測計画データ２５０は、電力管理システム
３０００に配信され、鉄道システムとしての節電効果に配慮した電力供給計画業務に利用
される。また、予測計画データ２５０は、サービスシステム４０００に配信され、最新の
運行予測結果に基づく情報配信サービスを利用客等に提供する。
【００２４】
　次に、運行予測システム１００について説明する。運行予測システム１００は、図２に
例示する構成を備え、本発明の実施形態による運行予測方法を記述したプログラムを補助
記憶装置１３に格納している。図１の例では、プロセッサ１１が補助記憶装置１３に格納
されているプログラム群である予測モジュール１１０をメモリ１２に読み出し、メモリ１
２に記憶されている、予測処理に関してユーザがあらかじめ指定する条件であるパラメー
タ１２０を用いて、予測処理を実行する。
【００２５】
　予測モジュール１１０は、複数のサブモジュールである、データ受信部１１１、制約計
算部１１２、統計計算部１１３、補正計算部１１４、及びデータ送信部１１５を備える。
運行予測システム１００は、稼働中、運行管理システム２０００から配信される実績計画
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データ２２０を通信装置１５を介して常時待ち受けし、実績計画データ２２０が配信され
る都度、すなわち実績計画データ２２０が更新される都度予測処理を実行して予測計画デ
ータ２５０を算出する。
【００２６】
　データ受信部１１１及びデータ送信部１１５は、図２の入出力装置１４を用いて、作成
された予測計画データ２５０等のデータを、データサーバ２００との間で送受信する処理
、及び図２の入出力装置１４を介してユーザインタフェースを提供する機能を備える。制
約計算部１１２は、後述する列車運行予測のための列車運行モデルに基づいて、初期計画
データ２１０と実績計画データ２２０とを入力として制約計画データ２３０を出力する機
能を備える。統計計算部１１３は、実績計画データ２２０を入力として、統計記録を出力
する機能を有する。この統計記録の作成方法については後述する。補正計算部１１４は、
制約計画データ２３０、統計記録データ２４０を入力として、予測計画データ２５０を出
力する機能を有する。この予測計画データ２５０の作成方法については後述する。
【００２７】
　次に、データサーバ２００に格納されているデータについてより具体的に説明する。図
３Ａ～図３Ｄは、計画情報を格納するためのテーブルである計画情報テーブル３００の構
成例を示している。データサーバ２００においては、計画情報テーブル３００で示すデー
タ構造により、初期計画データ２１０（図３Ａ）、実績計画データ２２０（図３Ｂ）、制
約計画データ２３０（図３Ｃ）、及び予測計画データ２５０（図３Ｄ）が管理される。
【００２８】
　計画情報テーブル３００には、共通して、列車ＩＤ３０１、出発駅ＩＤ３０２、到着駅
ＩＤ３０３、出発時刻３０４、到着時刻３０５、遅延３０６、及び管理３０７の各フィー
ルドが設けられている。計画情報テーブル３００では、複数の日に対するデータを記録管
理するために、出発時刻３０４、到着時刻３０５に年月日を含めてもよく、また出発時刻
３０４、到着時刻３０５に加えて年月日フィールドを設けてもよい。列車ＩＤ３０１は鉄
道システムの運行予測対象線区で運行される列車を相互に識別するための識別符号であり
、例えば列車番号である。出発駅ＩＤ３０２、到着駅ＩＤ３０３は、鉄道システムの運行
予測対象線区にある駅を相互に識別するための識別符号である。出発時刻３０４、到着時
刻３０５は、列車ＩＤ３０１で特定される列車が、出発駅ＩＤ３０２、到着駅ＩＤ３０３
で特定される駅を出発、あるいは次駅に到着する時刻を示す。遅延３０６は初期計画デー
タ２１０における列車の出発時刻３０４、到着時刻３０５の計画値に対する実績値、ある
いは予測値の遅延を表す。管理３０７は、計画情報テーブル３００の種類に応じた固有の
情報を格納する。本実施形態では、計画情報テーブル３００に格納されている計画情報の
種別を識別するための情報として、「初期」、「実績」、「制約」、「予測」が格納され
ている。予測モジュール１１０は、データサーバ２００上に格納されている列車名、駅名
等の属性情報を、計画情報テーブル３００に記録されている列車ＩＤ３０１，出発駅ＩＤ
３０２，到着駅ＩＤ３０３を用いて一意に参照し、取得することができる。
【００２９】
　ここで、図３Ａ～図３Ｄで例示する計画情報テーブル３００について順次説明する。ま
ず図３Ａは初期計画データ２１０の例を示していて、列車ＩＤ＝００１で特定される列車
は、出発駅ＩＤ＝ＡＡ５の駅を１３時５５分に出発し、到着駅ＩＤ＝ＡＡ４の駅に１４時
００分に到着する計画である。運行計画ダイヤグラムに記載されている通りのデータが記
録されているので、遅延３０６は空欄となっている。
【００３０】
　次に、図３Ｂの実績計画データ２２０は、運行管理システム２０００から取得される実
際の運行時刻を記録している。例えば、図３Ｂの先頭レコードでは、列車ＩＤ＝００１で
特定される列車が出発駅ＩＤ＝ＡＡ５で特定される駅を２分遅れで出発した場合を示して
おり、出発駅ＩＤ＝ＡＡ５の駅を１３時５７分に出発したという記録がなされている。次
駅であるＡＡ４の到着時刻も前駅出発の遅れを反映して２分遅れとなっている。遅延３０
６には、初期計画データ２１０の出発時刻ｌ３時５５分と実績計画データ２２０の出発時
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刻との差分として２分と記録されている。
【００３１】
　図３Ｃ、図３Ｄは計画情報テーブル３００として同一のデータ構造を用いて構成されて
おり、それぞれ制約計画データ２３０、予測計画データ２５０を格納している。図３Ｃ、
図３Ｄには各レコードの項目に記録される数値の例として初期計画データ２１０と同一の
数値を例示しているが、実際には、制約計画データ２３０には後述する列車運行モデル（
制約モデル）に従って算出された出発時刻３０４、到着時刻３０５が記録される。また予
測計画データ２５０には、予測モジュール１１０が実行した運行予測結果を反映する出発
時刻３０４、到着時刻３０５が記録される。以下では、各項目名は計画情報テーブル３０
０のデータ構造を反映する名称として取り扱う。すなわち、例えば遅延３０６は、文脈に
応じて実績計画データ２２０の項目名であったり、予測計画データ２５０の項目名であっ
たりする。
【００３２】
　次に、統計記録テーブルについて説明する。図４は、列車ごと、駅ごとに取得され生成
された統計記録を格納するテーブルである列車・駅別統計記録テーブル４００の構成例を
示している。ここで統計記録とは、ある列車、ある駅等の個別の対象に着目してある対象
範囲についての計測値（例えば出発時刻等）の集合について統計的に処理を施して得られ
るデータを示している。図４の列車・駅別統計記録テーブル４００の一つのレコードには
、列車ＩＤ４０１、出発駅ＩＤ４０２、到着駅ＩＤ４０３、計画時刻４０４、誤差平均４
０５、誤差分散４０６、共分散４０７、サンプル数４０８、及び管理４０９の項目が設定
されている。列車ＩＤ４０１、出発駅ＩＤ４０２、及び到着駅ＩＤ４０３は、図３Ａ～図
３Ｄの計画情報テーブル３００の場合と同様である。計画時刻４０５は、対応する列車Ｉ
Ｄ４０１の列車が出発駅ＩＤ４０２で特定される駅を出発する時刻の初期計画値（計画ダ
イヤ上の数値）を示す。誤差平均４０５は、対応する列車ＩＤ４０１で特定される列車が
出発駅ＩＤ４０２によって特定される駅を出発した実際の時刻と計画時刻４０４との差の
平均値を示す。誤差分散４０６は、前記の実際の時刻と計画時刻４０４との差の分散を示
す。共分散４０７は、誤差分散４０６と他の統計記録における誤差分散（例えば後述する
図５の誤差分散５０５）との類似度を示す指標となる数値である。サンプル数４０８は、
対応する列車ＩＤ４０１の出発駅ＩＤ４０２の駅の出発時刻について、統計処理の対象と
したサンプル数を示している。管理４０９には、共分散４０７の計算において、類似度判
定の対象とした別の統計記録がどれかを特定する情報を格納する。図４の例では、誤差分
散４０６と図５の誤差分散５０５とを対照しているので、管理４０９には「駅・時間帯別
」の語句が記録されている。
【００３３】
　図４の統計記録テーブル４００では、列車・駅別の統計データである列車・駅別データ
４５０として、前日分までの一又は複数日のデータを記録している例を示しているが、図
５について後述するように、当日分のみのデータを記録している統計記録テーブルも存在
する。このように、統計記録テーブル４００，５００等についてどのような時間範囲での
サンプリングを行うかについては、ユーザ指定に応じて設定される。
【００３４】
　図５は、駅、時間帯ごとの統計記録である駅・時間帯別データ５５０を格納する統計記
録テーブル５００の構成例を示す図である。統計記録テーブル５００の各レコードには、
出発駅ＩＤ５０１、到着駅ＩＤ５０２、時間帯５０３、誤差平均５０４、誤差分散５０５
、共分散５０６、サンプル数５０７、及び管理５０８の項目が記録されている。出発駅Ｉ
Ｄ５０１、到着駅ＩＤ５０２は、統計記録テーブル４００の出発駅ＩＤ４０２及び到着駅
ＩＤ４０３と同じである。時間帯５０３は、到着駅ＩＤ５０２で特定される駅の到着時刻
についてのサンプリング範囲を時間範囲で示している。例えば図５の例では、駅ＡＡ４に
１３：４１～１４：００の２０分間に到着する列車の到着時刻が統計処理の対象とされて
いることを表している。誤差平均５０４、誤差分散５０５、及び共分散５０６は、図４の
統計記録テーブル４００の誤差平均４０５、誤差分散４０６、及び共分散４０７と同じで
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ある。サンプル数５０７は、時間帯５０３の間でサンプリング対象となったサンプルの数
を示す。管理５０８には、共分散５０６の計算において、類似度判定の対象とした別の統
計記録がどれかを特定する情報を格納する。図５の例では、誤差分散４０６と図５の誤差
分散５０５とを対照しているので、管理５０８には「列車・駅別」の語句が記録されてい
る。
【００３５】
　なお、図５では、駅ごとに、２０分間のウインドウ（時間帯）ごとの先行列車の到着時
刻の予測誤差の傾向として、当日分のデータ例を挙げている。前記のように、統計記録テ
ーブル４００，５００等についてどのような時間範囲でのサンプリングを行うかについて
は、ユーザ指定に応じて設定される。
【００３６】
　次に、本実施形態における列車運行予測方法の基本原理について詳細に説明する。本実
施形態の列車運行予測は、各駅を出発する列車の計画出発時刻と、各駅に到着する列車の
計画到着時刻に基づいて行われる。またサブシステムである運行管理システム２０００か
ら各駅を出発する列車の出発時刻実績値と、各駅に到着する列車の到着時刻の実績値を取
得する場合には、それらの実績値に基づいて列車運行予測が実行される。
【００３７】
　図６に、列車運行モデルの一例を示している。図６のモデルでは、ある列車の運行につ
いて、時系列順に所定の制約条件を満たす範囲で最も早い時刻として、各駅の到着時刻、
出発時刻の予測値を計算していく。図６のモデルでは、横軸に時間を、縦軸に列車の位置
を示す距離（キロ程）をとり、下記の（１）式で用いる変数の時空間上での関係を図示し
ている。図６は、列車番号を正の整数ｉ，駅番号を正の整数ｊとし、同方向に運行されて
いる２本の列車について、先行列車ｊ－１、続行列車ｊがそれぞれ駅ｉ－１、駅ｉに停車
する状況を示している。このとき、続行列車ｊが駅ｉに到着する時刻と予測値である予測
時刻Ｔ（ａ）ｉ，ｊは、下記の（１）式で表現することができる。なおｍａｘ（Ｘ，Ｙ）
は、Ｘ，Ｙいずれか大きい方の値を取る操作を示す関数である。
【数１】

【００３８】
　特に、稠密ダイヤにおける遅延時の列車運行では、先行列車の影響によって続行列車が
駅間で停車するリスクを避けるため、続行列車を前駅で待たせる（延発）させることがあ
る。このため、平常時、遅延時の駅間走行時間はさほど変わらず、２駅の出発時刻に基づ
く予測到着時刻はある程度精度がよい値となる。図６の列車運行モデルによる列車運行予
測方法を、以下では「制約モデルによる予測方法」と呼ぶこととする。
【００３９】
　なお、同様に列車出発の予測時刻についても、標準停車時間等をあらかじめ定めること
によって、先行列車に対して続行列車が計画通りに出発できるかを予測することができる
。以下では説明の簡単化のために、列車到着時刻を予測する場合のみを取り上げるが、本
発明の列車運行予測方法は、列車出発時刻の予測や列車運行に関わる他の数値予測につい
ても適用することができる。
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【００４０】
　ある駅への列車到着の予測時刻と実績値としての列車到着時刻には予測誤差が生じる。
列車運転では、出発後の続行列車は、予測時刻の時点で駅ｉあるいはその近傍に到達して
いるという期待があり、運転士が自列車が置かれている状況に応じて次駅ｉまでの残りの
距離をどう走るかによって駅ｉへの到着時刻が変動し、駅ｉへの到着時刻の予測値は確率
過程の様相を示す。この列車運行の様子は、微粒子のブラウン運動に準じたランダムな動
きとして表現することができる。すなわち、続行列車ｊが駅ｉに到着する時刻を確率変数
Ｔ（ｂ）ｉ，ｊとする。駅ｉに到る最後の単位距離Ｘｉ，ｊ（＝１）を細分化した微小距
離ｄＸｉ，ｊ，ｋ（ｋは自然数）の間における時間の増分ｄＴｉ，ｊ，ｋについて、確率
パラメータ（μ，σ）を用い、さらに、揺らぎ成分としてウィナー過程の増分ｄＢｉ，ｊ
を用いて、下記の（２）式の微分方程式にて列車運行をモデル化する。
【数２】

【００４１】
　微小距離ｄＸｉ，ｊ，ｋをすべて加算すると単位距離Ｘｉ，ｊとなる。また、ウィナー
過程Ｂｉ，ｊの初期値はその定義によってゼロである。そして、制約モデルの（１）式で
得られるＴ（ａ）ｉ，ｊを予測時刻の初期値として用いる。このとき、（２）式の微分方
程式は一意に解けて、下記の（３）式を得る。これを「ブラウン運動モデルによる予測方
法」と呼ぶこととする。
【数３】

【００４２】
　確率パラメータ（μ，σ）については、過去における予測結果と実績値とから誤差観測
を行い、それぞれ誤差の平均値μ’、標準偏差値σ’をもって推定することができる。し
かし、どのサンプルをどのように選んで誤差と考えるかによって、用いる確率パラメータ
の値が異なることとなる。すなわち、ブラウン運動モデルに予測方法を限っても、統計サ
ンプルの選択によって多種多様な方法がある。
【００４３】
　例えば、特定の列車、特定の駅について前日までの一定期間での予測誤差の傾向を観測
した場合、当該駅での乗継接続など駅固有の問題などがより色濃く反映された確率分布と
なる。また、特定の列車について、直前駅までの、当日の予測誤差の傾向を観測した場合
、当該列車に乗務する運転士の運転操作の癖などがより色濃く反映された確率分布となる
。また、先行列車について、特定の駅での当日の予測誤差の傾向を観測した場合、天候、
代替輸送影響などがより色濃く反映された確率分布となる。さらに、後続列車について、
特定の駅での当日の予測誤差の傾向を観測した場合、当該駅での急病人の影響で間隔調整
のために先行列車を待機させた場合などがより色濃く反映された確率分布となる。このよ
うに、どのサンプルをどのように選んで予測値との誤差を考えるかによって、予測結果が
異なる。
【００４４】
　予測値と実測値との誤差は、概して、前日までの特定の列車の運行に固有の動き（Ａ）
、当日の運行状況全体が感応する動き（Ｂ）、予測不可能な出来事（Ｃ）に基づいて発生
する。したがって、異なるサンプルに基づく予測誤差を効率的に組み合わせて利用するこ
とによって予測不可能なＣの要因の影響を薄めて、全体的な予測誤差を抑制することがで
きる。例えば、特定列車の特定駅では乗継接続が行われて遅れがちとなる傾向は前日まで
の動きとして誤差の実績値に現れる。あるいは、もし当日に雨が降ると乗降時間が増えて
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の動きＡは固定的であり、当日の運行状況全体が感応する動きＢに応じて最終的な予測誤
差が定まると考えることができる。
【００４５】
　そこで、ブラウン運動モデルによる２種類の予測方法Ａ（前日までの傾向），予測方法
Ｂ（当日の傾向）に基づく２種類の予測誤差Ａ，Ｂを考える。ここでは、Ａ，Ｂ２変数で
の計算例を記載するが、３つ以上の確率分布を踏まえるよう、３変数以上を用いて対応す
る多変数最適化計算をしてもよい。またブラウン運動モデルに限らず予測方法には多種多
様な方法があるため、他の予測方法を組み合わせてもよい。
【００４６】
　いま、予測方法Ａと予測方法Ｂの適用比率をそれぞれｑ、ｒ（ｑ＋ｒ＝１）として両者
を組み合わせる場合の最終的な予測誤差を考える。この最終的な予測誤差の分散Ｄｐは、
予測方法Ａによる予測誤差の分散σａ，予測方法Ｂによる予測誤差の分散σｂ、及び予測
方法Ａによる誤差分散と、予測方法Ｂによる誤差分散の共分散σａｂを用いて、下記の（
４）式を用いて表すことができる。分散Ｄｐは予測が外れるリスクの度合いを示している
。
【数４】

【００４７】
　（４）式は予測方法Ｂ（当日の傾向）の適用比率ｒから見た２次方程式であり、ｒの分
布は極値を持つ。すなわち、（４）式でＤｐ＝０として２次方程式のｒの解を得るとｑも
定まる。それらの適用比率ｑ，ｒは、予測が外れるリスクを最小化する最適解を構成する
。
【００４８】
　予測方法Ａの場合の誤差平均μａ，予測方法Ｂの場合の誤差平均μｂを用いて、予測結
果となる列車到着時刻Ｔ（ｂ）ｉ，ｊは、（５）式のように得ることができる。Ｔ（ａ）

ｉ，ｊの初期値には制約モデルの予測方法で得られる予測値を用いる。ウィナー過程を示
すＢｉ．ｊは期待値ゼロと見なしてもよい。あるいは、（２）式に基づいて揺らぎを逐次
計算し、総和しても求めることができる。
【数５】

【００４９】
　前日までの傾向Ａを反映する予測方法では、列車到着時刻等の予測値と実績値とをすべ
て記録しておけば、統計処理としてそれらの平均、分散の値を計算することができる。し
かし当日の傾向Ｂを反映する予測方法では、特定駅への列車到着のたびに予測値と実績値
の更新が入るため、前日までの傾向Ａの誤差分散と当日の傾向Ｂの誤差分散の共分散を全
記録に基づいて計算することとなり、システムへの計算負荷が過大となる。そこで、既存
の分布に新しいサンプルを加える計算式である（６）式を用いる。（６）式は、既存のｎ
個のサンプルに、新たな実績値のサンプルｘが加わったことを示している。
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【数６】

【００５０】
　（６）式はサンプルとしての予測誤差が正規分布をとることを想定した計算式である。
予測値と実測値の差分を差分予測誤差と呼ぶ。差分予測誤差は±１０秒などと表現するこ
とが慣例であり、そのまま一連の数式に適用してもよい。ここでは（３）式を拡張して、
（７）式の計算式を用いる。すなわち、制約モデルに基づく予測値Ｔ（ａ）ｉ，ｊと求め
たい予測値Ｔ（ｃ）ｉ，ｊとの比をＥｒとし、比Ｅｒの対数値を予測誤差とする。例えば
、比Ｅｒが１．１倍であれば遅延側の誤差、０．９倍であれば早着側の誤差と解釈する形
の表現方法である。
【数７】

【００５１】
　一方、列車到着時刻はおおむね対数正規分布をとる。また、上記制約モデルあるいはブ
ラウン運動モデルに基づく予測誤差も対数正規分布をとる。すなわち、予測値、実績値は
対数正規分布をとる。従って、予測値と実績値の比も対数正規分布をとり、予測値と実績
値の比の対数値である予測誤差は正規分布となる。このため、予測値と実績値の比の対数
値は、（６）式の計算の前提である正規分布に適合する。（７）式を用いると、予測誤差
が負の値を取らないため、確率分布に関わる計算式の補正を要さずに、直接、正確かつ高
速に利用できる。
【００５２】
　以上の本発明の実施形態による列車運行予測の基本原理を整理すると、本実施形態で開
示する予測方法には（１）式、（３）式、（７）式で表現される方法があり、（３）式及
び（７）式は、（１）式を初期値として内部で利用する。さらに、それぞれの数式におい
て、過去の実績値の中からどのサンプルをどのように選んで確率分布と考えるかには多種
多様なバリエーションがある。すなわち、確率過程を構成するどの実績値を選ぶかによっ
て計画情報や統計記録の形式は微小に異なる。ただし、その形式の変更は、適宜反映させ
ればよい。また、説明の簡単化のために、本実施形態では列車到着時刻のみについて説明
したが、列車運行における他の事象（列車出発時刻等）の予測に用いてもよい。あるいは
、本実施形態の予測方法は、列車運行に限らず移動体全般に適用することができる。
　また、本実施形態では、説明の簡単化のために、（３）式をベースとしてテーブルデー
タの構成例を示しているが、他の数式を用いてもよい。（７）式を用いる場合には、予測
値の補正には（５）式に代えて（８）式を用いればよい。
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【数８】

【００５３】
　次に、以上説明した本発明による列車運行予測方法を適用して構成した運行予測システ
ム１００が実行するデータ処理について具体的に説明する。図７は、列車運行ダイヤグラ
ムに基づく列車運行に関わる初期計画値について、実績値を反映して予測値を得るための
予測処理フロー例を説明する図である。この予測処理は、運行予測システム１００に格納
されている予測モジュール１１０のプログラムによって実現され、特に予測値を補正する
ための処理は、補正計算部１１４によって実行される。なお、この予測処理の実行タイミ
ングは、データサーバ２００に格納されている実績計画データ２２０が変更された時と設
定することが一般的であるが、適宜の時間間隔をもって定期的に実行したり、外部からの
実行指示に基づいて実行したりするように設定してもよい。
【００５４】
　予測モジュール１１０は、Ｓ７０１（符号Ｓは「ステップ」を表す。以下本明細書にお
いて同じ。）で処理を開始すると、まずパラメータ１２０の設定を行う（Ｓ７０２）。予
測モジュール１１０は、あらかじめ作成してメモリ１２等に格納しておいたパラメータ（
例えば、予測対象列車、対象駅、確率分布（予測誤差）の種類、対象時間範囲）の初期値
を読み込み、後述するユーザ入力があればパラメータ初期値をユーザ入力値で置き換える
処理も行う。
【００５５】
　ユーザ入力は、例えば図９Ａ、図９Ｂに示すユーザ入力画面９００、９１０を利用して
行うことができる。図９Ａは運行予測システム１００により予測処理を実行させる対象を
設定するための予測処理設定画面９００の例であり、チェックボックス、テキスト入力に
より、予測処理を行う線区、時間範囲を設定することができるようにしている。なお、予
測処理を開始する場合、常時運行予測システム１００が管理する全線区の全列車、全駅を
対象とするように設定しておいてもよい。
【００５６】
　本実施形態では、パラメータ初期値があらかじめ設定されており、Ｓ７０２において、
図９Ｂのユーザ入力画面を表示してユーザ入力を受けるように構成している。図９Ｂのユ
ーザ入力画面９１０は、どのサンプルをどのように選んで誤差と考えるか、すなわち、計
算対象とする確率分布を指定する。選択された確率分布に対応するテーブル（計画情報テ
ーブル３００、統計記録テーブル４００、５００）はあからじめデータサーバ２００に用
意しておく。予測処理に用いる現在時刻のデータは、図９Ｂの入力画面を通じて設定可能
と構成してもよいし、コンピュータ１０のプロセッサ１１が使用している現在時刻を用い
てもよい。
【００５７】
　図９Ｂのユーザ入力画面９１０では、具体的にはユーザは初期計画の補正に利用する実
績値の利用範囲を指定する。本実施形態の運行予測システム１００は、予測方法Ａと予測
方法Ｂの２つの方法で求めた予測誤差を扱うので、ユーザは入力画面９１０を用いてそれ
ぞれの誤差を計算する対象（例えば、対象列車、対象駅、確率分布（予測誤差）の種類、
対象時間範囲）をパラメータとして指定する。予測範囲として、列車の種類には、当該列
車、先行列車、後続列車などがある。駅の種類には、当該駅、前駅、次駅などがある。時
間範囲には、当日、前日、前日までの複数日などがある。実績値の利用方法には、これら
の組み合わせが考えられ、前記のようにこれらの指定をパラメータとして扱う。具体的に
は、例えばユーザ入力画面９１０を表示し、ユーザが利用する実績値を選択することによ
って、Ｓ７０２及び／又はＳ８０２において、パラメータ設定を行えるようにしている。
当該列車のチェックボックスにチェックを入れると、予測方法Ａ向けに、列車ＩＤ４０１
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ごとの統計記録データ４５０を作成する。図９Ｂでは省略しているが、画面下方に表示領
域をスクロールすることによって、予測方法Ｂ向けに、同様の指定項目を用意している。
本実施形態では（４）式によって算出している２つの予測モデルの適用比率をユーザ入力
で指定可能としてもよい。ユーザ入力画面９１０を介してユーザが利用する実績値の組み
合わせの数だけ、統計記録テーブル４００，５００に対応するテーブルをあらかじめ準備
しておく。統計計算部１１３、補正計算部１１４では、設定可能な実績値の組み合わせに
応じた統計記録処理を実行可能とする数式等をあらかじめ用意しておく。
【００５８】
　Ｓ７０３において、統計計算部１１３は、設定されたパラメータに基づいて予測誤差Ａ
を計算し、統計記録テーブル４００を作成し、あるいは作成済みの統計記録テーブル４０
０を更新する。その詳細な処理方法は、図１０を用いて後に説明する。パラメータ１２０
において、予測誤差Ａが前日までのサンプルを使用するように指定されている場合、統計
計算部１１３は、あらかじめ計算してメモリ１２上に格納しておいた予測誤差Ａを取得し
てもよい。
【００５９】
　次に、Ｓ７０４において、統計計算部１１３は、設定されたパラメータに基づいて予測
誤差Ｂを計算し、統計記録テーブル５００を作成し、あるいは作成済みの統計記録テーブ
ル５００を更新する。その詳細な処理方法は、図１０を用いて後に説明する。
【００６０】
　次いで予測モジュール１１０は、Ｓ７０５において、予測対象となる列車ＩＤ３０１を
特定する。予測処理の対象となる列車ＩＤ３０１が存在すると判定すれば、予測モジュー
ル１１０は、初期計画データ２１０を参照し、現在時刻以降で対象駅を出発あるいは対象
駅に到着する列車の順に予測対象を選択する。予測モジュール１１０は、さらに、制約計
算部１１２に格納されたプログラムをコールし、初期計画データ２１０、実績計画データ
２２０を読み込み、（１）式を用いて制約計画データ２３０を作成して、メモリ１２に保
存する。すべての予測対象となる列車ＩＤ３０１について計算が終了したと判定すれば、
予測モジュール１１０は予測処理を終了する（Ｓ７０９）。
【００６１】
　次に、Ｓ７０６において、予測モジュール１１０の補正計算部１１４は、予測誤差Ａの
傾向を次の予測に反映する比率ｒと予測誤差Ｂの比率ｑとについて、（４）式を用いて最
適値を計算する。
【００６２】
　次に、Ｓ７０７において、補正計算部１１４は、（５）式を用いて、実績値に基づく予
測誤差を反映した予測補正量（補正平均値、補正分散）を決定し、予測到着時刻Ｔｉ，ｊ
、補正平均値、補正分散の値を算出する。補正平均値は、予測誤差Ａ、Ｂそれぞれの平均
値に比率ｑ、ｒを乗じて加算したものである。補正分散も同様に、予測誤差Ａ、Ｂそれぞ
れの分散に比率ｑ、ｒを乗じて加算することにより得られる。
【００６３】
　次に、Ｓ７０８において、予測モジュール１１０は、（５）式を用いて予測値を計算す
る。予測誤差Ａ，Ｂの比率ｑ、ｒはＳ７０６で算出済みである。予測到着時刻の初期値Ｔ
（ｉｎｉ）ｉ，ｊは、制約計画データ２３０の対応する予測値を用いる。平均値μ、分散
σは対応する計画情報から読み出し、ウィナー過程を示すＢｉ，ｊは期待値ゼロとして扱
う。これによって、（５）式は一意の数値を生成する。
【００６４】
　なお、図７の例ではＳ７０８において予測結果を出力すると、予測モジュール１１０は
Ｓ７０５に戻って予測対象の特定を行い、予測対象がないと判定した場合には、処理を終
了する構成としている。しかし、Ｓ７０５で予測対象がないと判定した場合に、さらに列
車運行状況に応じて実績計画データ２２０が更新されているかを判定し、更新されている
と判定した場合はＳ７０２に戻ってあらたな予測処理を実行するようにしてもよい。
【００６５】
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　次に、本実施形態の運行予測システム１００によって実行される、図７に例示した一連
の予測処理について、図３Ａ～図３Ｄ、図４、及び図５を用いて、より具体的に説明する
。以下においては、列車ＩＤ４０１が「００１」で特定される列車（以下「当該列車」）
が、駅ＩＤ４０３が「ＡＡ４」で特定される駅（以下「当該駅」）に到着する時刻を予測
する場合を説明する。
【００６６】
　図７のＳ７０３において、予測誤差Ａには、前日までの列車、駅ごとの統計記録（図４
の統計記録テーブル４００）を用いる。Ｓ７０４において、予測誤差Ｂには、当日の駅、
時間帯ごとの統計記録（図５の統計記録テーブル５００）を用いる。Ｓ７０５において、
運行予測システム１００が管理する全列車について順次処理していく中で、当該列車が当
該駅に到着する到着時刻に着目する場合を考える。
【００６７】
　図４において、当該列車の当該駅到着の計画時刻４０４は１４時である。これは、図３
Ａの初期計画データ２１０において、列車ＩＤ３０１が「００１」である列車で計画され
た到着時刻３０５と整合する。図４の前日分までの統計記録データ（列車・駅別データ４
５０）において、当該列車の当該駅における到着時刻を予測した予測値と実績値の誤差平
均４０５は２０秒であり、誤差分散４０６は５秒、サンプル数４０８は３３である。この
統計数値の例では、予測誤差Ａでは、誤差分散はある程度少なく、またサンプル数が多い
ことから、ある程度の信頼性がある誤差平均値の予測を生み出す傾向がある。
【００６８】
　一方、図５において、図４における当該列車（列車ＩＤ４０１＝００１）の当該駅への
到着計画時刻４０４である１４時を含むのは、時間帯５０３＝１３：４１～１４：００で
ある１行目のレコードであり、予測誤差Ｂでは、誤差平均５０４は３５秒、誤差分散５０
５は２８秒、サンプル数５０７は５である。この統計数値の例では、予測誤差Ｂでは、誤
差平均５０４から見て先行列車では予測誤差に大きめの遅れが生じている傾向があり、誤
差分散５０５は予測誤差Ａの場合より大きいこととサンプル数５０７が少ないことから、
誤差平均値への信頼性が低いことがわかる。
【００６９】
　図７のＳ７０６において、予測誤差Ａの誤差分散４０６である５をσａ、予測誤差Ｂの
誤差分散５０５である２８をσｂ、共分散４０７及び共分散５０６の－０．１１をσａｂ
として、予測外れリスクＤｐ＝０と置いて、（４）式の２次方程式の解、すなわち予測適
用比率ｑ（あるいはｒ）の最適値を計算する。なお、予測誤差Ａと予測誤差Ｂとの共分散
は、この時点で－０．１１であり、ゼロに近く、２つの確率分布はあまり連動しない傾向
を示している。
【００７０】
　Ｓ７０７において、当該列車が当該駅に到着する到着時刻の予測値を得る。予測誤差Ａ
と予測誤差Ｂのどちらか片方だけの確率分布によっても当該列車の当該駅への到着時刻予
測が可能であるが、予測適用比率ｑ（あるいはｒ）の最適値は、複数の予測誤差の傾向を
反映し、予測外れリスクを最小化して安定して高精度な予測値を生成することを可能とす
る。
【００７１】
　Ｓ７０８において、予測計画データ２５０（図３Ｄ）の到着時刻３０５として予測値を
出力する。なお、以上の予測処理手順によって、同様に出発時刻を予測してもよい。
【００７２】
　次に、本実施形態における統計情報の更新処理について説明する。図８は、運行予測に
おける実績値と予測値との誤差に基づいて統計情報を更新する処理手順を説明する図であ
る。ここで利用される統計計算方法は、予測モジュール１１０の統計計算部１１３にプロ
グラムとして格納されている。
【００７３】
　この統計情報更新処理は、例えばデータサーバ２００に格納されている実績計画データ
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２２０が変更された（サンプルが追加された）ことを契機として実行することができる。
図８のＳ８０１で処理を開始すると、まず統計計算部１１３は、Ｓ８０２において、図７
の予測処理におけるＳ７０２の処理と同様に、パラメータ１２０の設定を行う。次いで、
統計計算部１１３は、Ｓ８０３において、初期計画データ２１０、実績計画データ２２０
、制約計画データ２３０、統計記録データ２４０、及び予測計画データ２５０を読み込む
。
【００７４】
　次に、統計計算部１１３は、Ｓ８０４において、（７）式を用いて、実績計画データ２
２０内の実績値と予測計画データ２５０内の予測値との比、及びその比の対数値を計算す
る。時刻Ｔ１の時点で予測値を算出し、その予測値に対する実績値が時刻Ｔ２（＞Ｔ１）
以降に入力される。実績計画データ２２０において実績値が未入力の項目については予測
誤差が計算できないため、処理をスキップする。統計記録テーブル４００，５００の管理
４０９、管理５０８の項目において、どの予測値の予測誤差が集計済みかの記録を入れて
おく。Ｓ８０５において、統計計算部１１３は、予測計画データ２５０において、出発時
刻３０４あるいは到着時刻３０５の予測値が作成済みであって、統計記録テーブル４００
，５００において予測誤差が集計済みでなければ、（６）式を用いて統計記録データ（例
えば誤差平均、誤差分散、共分散、サンプル数）を作成し、あるいは更新して処理を終了
する（Ｓ８０６）。以上の統計情報更新処理により、運行予測システム１００により得ら
れた列車運行に関する予測値に対する実績値の誤差が適時に予測処理に反映され、運行予
測精度を向上させることができる。
【００７５】
　次に、本実施形態の運行予測システム１００における予測結果出力例について説明する
。図１０は、予測結果出力画面例を説明する図である。予測結果出力画面は、運行予測シ
ステム１００の予測モジュール１１０が算出した予測結果について生成され、入出力装置
１４のモニタ画面、運転支援システム１０００の列車車上モニタ画面等に出力される。
【００７６】
　画面８０は計画情報を図示しており、位置８１、時間８２の２次元空間を示している。
例えば（出発駅、出発時刻）－（到着駅、到着時刻）というベクトルは通常の列車運行ダ
イヤグラムと同様に、列車の移動を線分で表している。すでに説明したように、列車到着
時刻の予測値は確率分布しており、平均値、分散によって定まる確率密度関数を用いて表
現することができる。図１０では、この確率密度関数の出力値の大きさに比例して予測的
中確率の分布を示す領域８４（三角形の領域）内を濃淡で表現している。図１０の例では
、その下段に模式的に示しているように、領域８４は、列車を表す線分上で当該列車が減
速を開始する位置を頂点とし、到着時刻の初期予測値に対して最も遅れる場合と最も早ま
る場合の予測誤差に対応する到着予測時刻へ前記頂点からそれぞれ引いた線分と駅位置を
示す水平線との２つの交点とで形成される三角形として規定している。到着時刻の予測値
を示す確率分布は初期予測値において最大値をとり、延着側、早着側にそれぞれ減少する
形態となるので、その確率分布の適宜の数値範囲で領域８４を微小領域８４Ａに分割し、
各領域８４Ａに確率密度に対応した表示濃度を割り当てるようにしている。このような表
示方法はあくまでも一例であり、初期予測値に対する確率分布の変化を視覚的に表現でき
る形態であればどのような表示形態を採用してもよい。
【００７７】
　ここで、統計情報として統計記録テーブル４００等に格納されている誤差分散４０６な
どは正規分布を仮定した数値なので、確率密度関数の出力値をそのまま利用すると平均値
に対して左右均等な分布となる。実際には（８）式に示す対数正規分布が予測誤差分布の
本来の形状であり、図１０の列車ＩＤ＝００１を表す線分の右側（延着側）に確率密度の
分布が偏るのが本来である。そこで、あらかじめ定めた定数を用いて平均値より大きな出
力を取る確率密度（到着遅れ側の確率密度）を高めて描画する方法を図７のＳ７０８（予
測結果出力ステップ）に備えることにより、より実際に即した適切な濃淡表現を近似的に
得ることができる。あるいは、（８）式自体を確率密度関数として用いてもよい。図１０
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８０５の出発時刻を定めて出発制御することによって、到着列車が発生する回生電力を出
発列車が有効に活用することができ、鉄道システムの省エネルギー効果を高めることが可
能となる。
【００７８】
　以上詳細に説明したように、本実施形態の運行予測システム１００によれば、異なるサ
ンプル群に基づく運行予測に関する予測誤差を適宜に組み合わせることにより、最終的な
運行予測に関する予測誤差を可及的に小さくして予測精度を高めることができる。これに
より、特に鉄道システムにおいては、駅への到着列車が減速にともなって発生する回生電
力を、当該駅を発車する他の列車の力行用電力として有効に消費させることができ、鉄道
システムのエネルギー効率向上に資することができる。
【００７９】
　なお、以上で説明した実施形態は一例であり、本発明はこれらに限られない。すなわち
、本発明は様々な応用が可能であり、あらゆる実施の形態が本発明の範囲に含まれる。例
えば本発明は鉄道システムにかぎらず、所定のスケジュールで運行される移動体（航空機
、路線バスなど）を含む種々のシステムにおける運行状況の予測処理に適用することが可
能である。
【符号の説明】
【００８０】
１　業務支援システム
１０　コンピュータ
１１　プロセッサs
１２　メモリ
１３　補助記憶装置
１４　入出力装置
１５　通信装置
１００　運行予測システム
１１０　予測モジュール
１１１　データ受信部
１１２　制約計算部
１１３　統計計算部
１１４　補正計算部
１１５　データ送信部
１２０　パラメータ記憶部
２００　データサーバ
２１０　初期計画データ
２２０　実績計画データ
２３０　制約計画データ
２４０　統計記録データ
２５０　予測計画データ
３００　計画情報テーブル
４００，５００　統計記録テーブル
１０００　運転支援システム
２０００　運行管理システム
３０００　電力管理システム
４０００　サービスシステム
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